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１．入退院支援加算 

No 《問》 《回答》 

１ 「Ａ２４６」入退院支援加算におい

て、退院困難な要因の中に「患者の意

思決定支援や退院後の生活に向けた

調整を行うに当たって、家族や親族と

の連絡が困難であること」が加わった

が、具体的にどのような場合か。 

患者との意思疎通が困難であり患者の治療方針等に関する意思

決定支援のために家族や親族との連絡を行う必要がある場合又

は患者の退院後の生活に向けた調整を行うために家族や親族と

の連絡を行う必要がある場合であって、患者本人への確認や患者

が入院前に利用していた医療・介護・福祉サービスの事業者、行

政機関等への照会を行う等によって家族や親族を特定する努力

を行ったにもかかわらず、家族や親族が特定できない場合や、家

族や親族への相談を本人や当該家族・親族が拒んでいる場合を指

す。なお、こうした場合であっても、必要に応じて、家族や親族

以外で治療方針等に関する意思決定や退院の支援を行う者を特

定して連絡する等、適切な 

対応を行うこと。 

 

２．包括期充実体制加算 

No 《問》 《回答》 

１ 「Ａ２０４－４」包括期充実体制加算

の施設基準のうち、令和８年度診 

療報酬改定で新設された介護支援等

連携指導料２は令和８年５月以前は

算定することができないが、同年６月

から届け出るための実績としては、退

院時共同指導料２のみで満たす必要

があるのか。 

令和８年８月以前に届け出るために、５月以前の期間が実績の算

出対象期間となる場合には、同年５月以前に算定された改定前の

医科点数表の「Ｂ００５－１－２」介護支援等連携指導料の算定

回数を実績に含めて差し支えない。ただし、届出以降に毎月実績

を算出する際には、６月以降の実績については介護支援等連携指

導料１の実績は用いず、退院時共同指導料２及び介護支援等連携

指導料２のみで算出する必要があり、それにより施設基準を満た

さなくなった場合は届出を取り下げること。 

 


